
※設計額５０万円～２５０万円 （税込）

代　表　者 変更契約日（第１回）

住　所 変更契約日（第２回）

自 令和7年5月20日 833,800 円

至 令和7年6月30日 770,000 円

代表取締役　石田　智恵 至 円

佐久市岩村田北1-17-12 至 円

単価入替業務一式
　賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に係る単価入替

変更契約額（第１回）

変更期間（第２回） 変更契約額（第２回）
業　務　箇　所

1

令和７年度　中込地区新保育所建設事業建築工事単価入替業
務

株式会社町田設計 令和7年5月20日

建築コンサルタント 佐久市中込一丁目１０番地１ほか

適　用　条　項

　　令和７年度　契約（随意契約）情報　（建設コンサルタント等の業務）

予　定　価　格

当 初 契 約 金 額

変更期間（第１回）
番
　
号

業　務　名 受　託　者 当　初　契　約　日 当　初　期　間

種　別

選　定　理　由

業　務　の　概　要 変　更　理　由

本業務は、中込地区新保育所建設事業建築工事について、工事請負契約書第26条第6項により、賃金又は物価の変動
に基づく請負代金の変更額を算定するための単価入替業務である。次の業者は、設計条件及び現場条件を熟知している
ため、設計内容の整合を図り、迅速かつ的確な業務履行が可能な唯一の者であるため。

地自令第１６７の２第１項第２号
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